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飯舘村 企業雇用型地域おこし協力隊 受託事業者募集 

飯舘村では、地域貢献を目的として村内の事業所に従業員として勤務する地域おこし協力隊の

募集を予定しております。これに先立ち、地域おこし協力隊の受入れを希望する事業者を募集い

たします。飯舘村の事業者として地域おこし協力隊と一緒に地域の賑わいづくりに取り組みませ

んか。 

 

■受託事業者の要件 

・村内に事業所を設けている法人又は個人事業主であること。 

  ※法人とは、株式会社・有限会社・合同会社・合資会社・一般財団法人・公益財団法人・ 

   一般社団法人・公益社団法人・社会福祉法人・ＮＰＯ法人、等を指します。 

・前年度、前々年度における決算書又は決算状況がわかる書類等の提出をいただけること。 

・受入れた地域おこし協力隊と共に飯舘村の地域活性化のために活動をいただけること。 

  ※地域おこし協力隊の主な活動業務は、以下のようなことが考えられます。 

   （１）飯舘村の情報発信・知名度向上や交流人口の拡大に関する活動 

   （２）村内での就農・起業や村産品の生産・販売の促進に関する活動 

   （３）飯舘村への移住・定住の促進に関する活動 

   （４）地域コミュニティ活動の支援に関する活動 

   （５）大学・企業等との協力・交流に関する活動 

   （６）その他村長が必要と認めた活動 

 

■飯舘村・受託事業者・雇用型地域おこし協力隊の関係性 

・地域おこし協力隊は年度毎の契約となり、最長３年となります。その間は受託事業者の従業

員として勤務することができます。 

・３年間の任期を終えた地域おこし協力隊を継続して雇用することが可能です。 

①受託事業者は地域活性化のために活動する地域おこし協力隊について、飯舘村と「地域

おこし協力隊の受託業務契約」を締結していただきます。 

②次に、受託事業者と地域おこし協力隊との間で「雇用契約」を締結していただきます。

この雇用契約における「雇い主」は、受託事業者となります。 

 

【契約イメージ図】 

 

 

                             

 

 

 

 

                                                                   

【雇い主】 

受託事業者 

 

【地域おこし協力隊の業務委託元】 【地域おこし協力隊の業務委託先】 

雇用契約締結 

業務委託契約締結 

【従業員】 

地域おこし協力隊 

①委託契約 

②雇用契約 
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飯舘村  

■地域おこし協力隊の業務委託費について 

・業務委託費は従業員給与に相当する「報酬費」（固定費、年間２８０万円）と、地域おこし協

力隊として活動する際の「活動費」（変動費、年間最大２００万円）にて構成されます。 

・「報酬費」は従業員給与に相当するものですが、雇用にかかる経費（給与、年金、社会保険料

等）を充当することができます。 

・「活動費」は以下になります。 

 （１）住居、活動用車両の借上費等 

（２）活動旅費等の移動に要する経費 

（３）作業道具購入費、消耗品等に要する経費 

（４）地域住民との交流や地域おこしに資する取組に要する経費 

（５）隊員の活動拠点整備（空き店舗改修など）に要する経費 

（６）その他村長が認めた経費 

※以下は対象外です。 

（１）活動に不必要な高級車借上費やグリーン車利用料、過剰な性能の高額機材購入費等 

（２）活動に不必要な移動や研修に関する費用 

（３）活動への使用実績が確認できない又は活動以外での使用等を目的とした備品の購入 

   やＰＣソフトの使用料等 

（４）その他村長が活動費として不適当であると認めた経費 

・業務委託費の請求・支払等については以下になります。 

 ①受託事業者より飯舘村へ業務委託費の概算払い請求をしていただきます。 

  概算払い請求は上半期・下半期毎に１回となります。 

②飯舘村より受託事業者へ概算払いされます。１回毎に報酬費（年間２８０万円）の５ 

 割（１４０万円）、活動費（年間２００万円）の３割５分（７０万円）が概算払いとな 

 ります。 

③業務委託費は厳正に管理をいただく必要があることから、地域おこし協力隊より提出

された活動費の領収書等は適切に管理・保管をいただきます。 

➃年度末に飯舘村へ実績報告をしていただきます。その際に活動費を精算していただき、 

残りの最大３割（最大６０万円）について請求書を提出していただきます。 

   ⑤活動費の精算額が飯舘村より支払われます。 

 

【業務委託費の請求・支払イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【雇い主】 

受託事業者 

 

【従業員】 

地域おこし協力隊 

①概算払い請求 

③活動費の 

領収書を提出 

②概算払い 

➃実績報告 

⑤精算払い 



  

  

【概算払いイメージ図】 

 

＜業務委託費＞         ＜上期概算払い＞   ＜下期概算払い＞   ＜実績報告＞ 

４８０万円（年間）          ２１０万円     ２１０万円    

 

 

 

 

 

 

 

■これまでの地域おこし協力隊との相違について 

  これまでの飯舘村における起業型地域おこし協力隊は、飯舘村の地域活性化を目的と 

 して個人事業の起業に取組んできましたが、今回募集する企業雇用型地域おこし協力隊 

は、受託事業者の村内事業所に勤務しながら地域おこし協力隊の活動をすることで、 

地域活性の推進を目的としています。 

 

 

【地域おこし協力隊の相関イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は村づくり推進課企画定住係までご相談願います。 

問村づくり推進課企画定住係（0244-42-1622） 

 

 

【雇い主】 

受託事業者 

 

【企業雇用型】 

地域おこし協力隊 

【従来の起業型】 

地域おこし協力隊 

雇用契約 

委託契約 

委託契約 
日常的な 

活動報告 
毎月の 

活動報告 

半期毎の情報交換 

活動の連携 

従来の起業型 
企業雇用型 
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報酬費 280 万円 

活動費 200 万円 

140 万円 

 

140 万円 

  70 万円 70 万円 精算 

年度末に活動費を精算払い 

【業務委託元】 

飯舘村 
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最大 60 万円 


